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                        第 61 号 令和 5 年 2 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スプレー缶やカセットボンベに穴をあける必要はありません。 

穴を開けた場合でも危険ごみです（不燃ごみではありません）。 

    

 

 

 

 

 

 

※中身の使い切れないスプレー缶やライターは清掃事業課の窓口までご持参いただければ、無

料で引き取ります。 清掃事業課までご連絡ください。 

お問い合わせ 豊川市産業環境部清掃事業課 〒442-8601 豊川市諏訪１－１ 電話 89-2166 

HP https://www.city.toyokawa.lg.jp/ 

中身の入ったスプレー缶やライターが不燃ごみに混入した場合、パッカー車の中でスプレ

ー缶が引火し、火災の原因となるおそれがあります。 

スプレー缶やライターの正しい分別をお願いします！ 

スプレー缶やライターを“不燃ごみに混ぜていませんか？” 

スプレー缶・ライターの出し方 

①中身を使い切ってください 

スプレー缶やカセットボンベは缶を振って中身

が空であることを確認しましょう 

中身が残っていると「シャカシャカ」音がします 

②穴をあけずに危険ごみの指定のカゴへ

入れてください 

ふたは外して 

可燃ごみ 

ガスの抜き方が分からない場合のお問合せ先 

※ガス抜きを行うときは正しい方法で十分注意して行ってください。 

◆スプレー缶：（一社）日本エアゾール協会 電話 03-5207-9850 

◆カセットボンベ：（一社）日本ガス石油機器工業会 カセットボンベお客様センター 電話 0120-14-9996 

◆ライター:（一社）日本喫煙具協会 電話 03-3845-6162 


